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２０２０年 ９月 ７日 

 

厚生労働大臣 

加藤  勝信 殿 

 

ＵＡゼンセン 

会 長 松浦 昭彦 

（公印省略） 

 

ＵＡゼンセン 

日本介護クラフトユニオン 

会 長 久保 芳信 

    （公印省略） 

 

 

介護報酬改定に係る要請書 

－介護人材確保のために－ 
 

 

 

  貴省の厚生労働行政に対する日頃のご健闘に、心より敬意を表します。 

日本介護クラフトユニオン（ＮＣＣＵ）は、２０００年１月に結成した介護従事者の職業

別労働組合であり、現在、約８５，０００人が結集しています。 

介護保険制度の持続可能性の確保と、高齢者が安心して生活ができる社会の実現には、介

護サービスを安定的に提供できる体制づくりが喫緊の課題です。 

しかしながら、少子高齢化が進む中で、介護業界の人材不足は非常に深刻な状況が続いて

います。介護人材不足から介護保険制度の崩壊を招かないためにも、介護を魅力ある職業と

するとともに、介護従事者の社会的地位の向上を図ることが大切だと考えます。 

こうした観点から、２０２１年度の介護報酬改定にあたり、介護従事者の立場から以下の

内容について要請をいたします。 

厚生労働大臣におかれましては、私どもの要請内容についてご理解を賜り、来年度の介護

報酬改定に反映していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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【要請内容】 

１．介護報酬の引き上げを行うこと 

２０１９年１２月、社会保障審議会介護保険部会においてとりまとめられた「介護保険制

度の見直しに関する意見」の中で、「介護人材確保のためには、介護職員の更なる処遇改善

を着実に行うことが重要」と明記されました。介護従事者の処遇改善の必要性については、

政府も強く認識されているところです。人材不足による介護現場の疲弊は大変深刻な状況

にあります。 

現在、介護業界の有効求人倍率は４．１５倍（２０２０年５月 全産業１．２０倍）と高

止まりの状態が続いています。介護人材は、２０２５年度末には約２４５万人の需要が見込

まれていますが、このままでは「介護難民」の増加とともに、介護保険制度の崩壊にも繋が

りかねません。 

こうした状況を転換するための極めて有効な施策は、介護従事者の処遇（賃金）の改善だ

と考えます。そして、その賃金水準は、仕事の社会的役割と専門性から、日本の全産業平均

の賃金水準が確保されるよう、改善を進めるべきです。 

また、本来、賃金は労使間で自主的に決定すべきものです。しかし、新型コロナウイルス

感染症の影響で収入が減少し、経営の悪化により事業の存続も危ぶまれている介護事業者

もある中、現在の介護報酬の水準では処遇を改善することが困難であると言わざるを得ま

せん。 

したがって、介護従事者が安心・安定して永く働き続けることができるよう、介護報酬の

引き上げを行うことを要請します。 

 

≪介護現場からの声≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．介護報酬は簡素で納得性のある設計と、改定ルールを明確に 

介護報酬の改定にあたっては、介護事業者経営実態調査における「給与費率と収支差

率」等が分析され、介護報酬設定の引き上げ・引き下げ理由の大きな要素とされている

ところです。しかし、そのルールが明確ではなく、事業運営や業績に影響を与えている

とともに、結果として、その不明確さは介護従事者の処遇にも影響することになります。 

したがって、介護報酬の改定にあたっては、改定ルールを明確にし、健全な事業運営

＊人の命を預かる仕事です。決して楽なことは一つもありません。でも、人の役に立つことができる素晴

らしい仕事です。もっと賃金面で評価されるべきだと思いますし、そのくらいしてもらってもいい、むし

ろされるべき職業だと思います。 

＊未だに結婚したい男性職員は、給与の低さでこの仕事を続けられない。 

＊男性のケアマネが、家庭を一人で支えることが難しい水準であることに疑問しかない。他人の生活を

支え、守る仕事、専門性が高いにも関わらず、社会一般と比べても非常に安い賃金水準と言わざる

を得ない。安い賃金のせいもあって、誰にでもできる仕事だと思われてしまっている。 
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や、介護従事者の処遇の改善に資することを可能にする単位設定となるよう要請します。 

また、介護報酬は改定の度に複雑になり、加算・減算等、利用者・家族をはじめ現場

で働く介護従事者も理解することが困難な状態であり事務量の増大にもつながってい

ます。利用者・家族が使いやすく、また適切なサービス提供を行うためにも、報酬の設

定にあたっては簡素で納得性のある設計となるよう要請します。 

 

３．「介護職員処遇改善加算」等の仕組みを再構築すること 

これまで国は、加算算定に必要な要件を追加することで加算拡充を図ってきましたが、全

産業との平均賃金格差は依然縮まらず、本来の目的である処遇改善には結びついていませ

ん。処遇改善加算の配分方法は法人の判断に委ねられているため、介護現場からは「配分方

法が不透明」「介護職員に行き届いているのか不安」等という声が寄せられています。 

また、２０１９年１０月から施行された介護職員等特定処遇改善加算については、全体の

取得率が５７．８％（２０１９年１２月）と６割にも達していないうえに、加算Ⅰの取得率

において最も高い介護老人福祉施設（６９．１％）から最も低い地域密着型通所介護（１０．

８％）まで、サービス形態によって大きな開きがあることがわかりました（厚生労働省 介

護給付費等実態調査）。特に中小の介護サービス事業者からは、「取得要件が多すぎる」「加

算率の割には手間がかかる」等の理由により取得しないという声も聞かれます。 

さらに、処遇改善加算等の取得に関する事務負担も、介護現場の負荷となっている実態が

あります。 

したがって、国は、加算に必要な要件に加え介護従事者のあるべき賃金水準を明確に示す

べきと考えます。そのうえで、基本報酬に現行の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特

定処遇改善加算」相当額を組み込み、必要な要件と賃金水準を満たさない法人は基本報酬の

減算等、仕組みを再構築することを要請します。 

 

４．身体介護と生活援助を一元化すること 

身体介護と生活援助は、生活する上での一連の流れであり、切り離してサービスを行うこ

とは困難です。介護のあるべき姿である、ＱＯＬ（生活の質）を向上させるためにも一元的

にサービスを行うことは重要であり、ひいては、生産性の向上や介護人材不足の解消にもつ

ながります。 

また、介護現場では、利用者やその家族に「生活援助は専門性が低く、誰でもできる『家

事の延長』である」との誤解が根強くあり、それは「家政婦さん扱いされて困る」との苦情

が一向に改善されない原因にもなっています。 

したがって、身体介護と生活援助は一元化し、サービスの質と利用者満足度の向上に資す

ることを要請します。 
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５．介護従事者の確保と定着のための施策の推進 

介護労働は、きつい仕事内容の割に賃金が安い、人間関係を理由とした離職率が高い、慢

性的な人材不足による過重労働で休暇も取りにくい等、ネガティブなイメージが定着して

おり、人材確保の促進や介護事業の運営を阻害しています。 

しかし、介護の仕事だけがもつ「魅力」や「やりがい」「面白さ」を価値ある労働として、

その意義を評価する介護従事者は多く存在します。介護労働の魅力を積極的に社会に発信

することは、介護業界への入職促進につながり人材不足の解消にもつながると考えます。

（例えば、義務教育課程における体験実習・施設見学の推進や学校の進路相談関係者に対す

るＰＲ、マスメディアを通したポジティブイメージの積極的な発信など） 

したがって、具体的な取り組みを策定し、様々な角度からのアプローチの展開を推進する

ことを要請します。 

 

６．介護ロボットの活用と推進 

介護労働は力仕事が多く、職業病とも言える腰痛を理由に離職する介護従事者は少なく

ありません。介護ロボットは、介護従事者の安全衛生、とりわけ腰痛による離職を防ぐ効果、

また転倒や転落、徘徊の予防等、介護サービス利用者に安心感を与える等、多くのメリット

が考えられます。 

２０１９年にＮＣＣＵが行った「就業意識実態調査」では、介護ロボットの活用について

賛成する介護従事者は５０％を超え、「腰痛や体の負担が減る」「人手不足を補える」といっ

た理由が大半を占めました。 

しかし、価格が高いことや介護事故への懸念から、導入している事業所はまだ少数となっ

ています。 

したがって、介護ロボット導入の推進にあたっては、国の補助制度をさらに拡大・充実さ

せるとともに、介護事業者に対し積極的に活用するよう働きかけていただくことを要請し

ます。 

また、魅力ある実用性の高いロボットの開発と普及にあたっては、移乗や移動介助等、利

用者と介護従事者目線による十分な調査と現場ニーズの把握を行い、軽量で簡単な装着性

の実現や適切かつ低廉な価格設定となるよう要請します。 


